
岩手育英奨学会 奨学生募集 ＜タイプＡ＞ 

                                  令和５年３月 

 新入生及び保護者の皆様へ 

                          公益財団法人岩手育英奨学会 

 入学おめでとうございます。生徒の皆さんは勿論のこと、保護者の皆様にとっても希望にあ

ふれた春をお迎えのことと存じます。 

 公益財団法人岩手育英奨学会は、学業・部活動において“学ぼう”という意欲を持つあなた

が、安心して学校生活を送れるよう、経済的負担をサポートする機関です。 

 制度の概要は、次のとおりです。クラス担任の先生や奨学金担当の先生と御相談のうえ、こ

の制度を大いに活用されることをお勧めいたします。 

 
タイプＡ【在学採用】 

１．募 集 時 期  令和５年４月 
 
２．対 象  岩手県内に保護者の住所がある高校・専修学校高等課程に在学する方 
 
３．申込手続先  在学している学校（申込期限は、各学校で定めております。） 

 

４．貸 与 月 額  公立 １８，０００ 円  私立 ３０，０００ 円 

          なお、自宅外通学者は５，０００円の増額となります。 
 
５．貸与の要件  次の学力と収入基準に合致し、在学する学校長が推薦する者。 
          ただし、採用枠の関係で不採用となる場合もあります。 
   ◇学  力……高校１年生の場合、中学３年の成績（５段階評定）が３．５以上 
   ◇収入基準……世帯人数による収入が当会採用基準の収入基準額以下である事 
         ・例えば、給与所得の両親と本人、中学生の弟（妹）の４人家族の場合 
           給与総収入（源泉徴収票の支払い金額）が約 790万円以下 

◇保 証 人……連帯保証人２名 
        連帯保証人は、１名は保護者、もう１名は別世帯で独立した生計を立

てている６２歳以下の方（非課税世帯不可）となります。＜採用時に印
鑑登録証明書、所得課税証明書（全部記載）の提出が必要＞ 

 
６．貸 与 方 法  ２か月に１回、奇数月の１２日に岩手銀行の本人口座に振込 
 
７．返 還    奨学金は無利子での貸与ですが、全額返還の義務があります。 

◇返還月賦額の例 ３年間月額 18,000円貸与の場合 ･･･ 月賦額 6,000 円（ 9年間） 
３年間月額 30,000円貸与の場合 ･･･ 月賦額 7,500円（12年間） 

 

タイプＡ【緊急採用】 

家計支持者が失職・病気・事故・死別又は離別・災害等により家計が急変（収入３割減）し

た場合、緊急採用として随時に申し込む制度がありますので、在学している学校にご相談くだ

さい。募集期間については、令和５年７月から令和６年１月となります。 

 

タイプＣ【東日本大震災津波等特例採用】 

東日本大震災津波等により被災し、経済的理由により修学が困難となった高校生を支援する

ため、返還免除（卒業後の収入基準額以下の場合）のあるタイプＣ《東日本大震災津波特例採

用》奨学金があります。詳細は４月以降のお知らせとなります。タイプＡ・Ｂとの重複は出来

ませんので、該当者はタイプＣにお申し込みください。 

 



 

 

公益財団法人岩手育英奨学会では、東日本大震災津波等により被災し、経済的理由によ

り修学が困難となった高校生を支援するため、奨学金《東日本大震災津波特例採用》の奨

学生を募集予定です。正式には令和５年４月以降にお知らせします。 

 

 

◆ 対象者  

  岩手県内に住所を有する者の子女で、保護者である家計支持者が東日本大震災津波等（余震を

含む。）により被災したことに起因する次のいずれかの事由により高等学校、専修学校（高等課

程）及び特別支援学校（高等部）への修学が困難となった生徒 

(1) 家計支持者の居住する家屋の全壊・大規模半壊・半壊・全焼・半焼 

(2) 家計支持者の死亡、行方不明 

(3) 家計支持者の勤務先等が被災したことによる家計急変（収入が三割減少） 

(4) その他、学校長が特に必要と判断し、(公財)岩手育英奨学会長が上記(1)〜(3)と同程度 

と認める場合 

     
※ 現在、奨学金タイプＡ又はタイプＢを貸与されている方も、タイプＣの要件に該当する場合は申

し込みできますが、重複して貸与を受けることはできません。この場合、現在受けている奨学金を

辞退することが貸与の条件となります。詳しくはお問い合わせください。 

 

 

◆貸与月額                                             

国公立  自宅通学    １８，０００円     自宅外通学  ２３，０００円  

私  立  自宅通学   ３０，０００円     自宅外通学  ３５，０００円  

※ 保護者と同居の場合は自宅通学扱い            

 ◆貸与方法 

２か月に１回、奇数月の１２日に岩手銀行の本人口座に振込 

◆利 子     無利子 

◆必要書類  奨学生願書、申出書、り災証明書、所得証明書等 

◆貸与期間 令和５年４月～令和６年３月 

（令和５年度以降の貸与については令和５年３月末に本決定） 

◆連帯保証人 ２名（１名は保護者） 

 

 

◆返還及び返還免除 

卒業から６ヶ月経過後より１４年間で返還。ただし、卒業後の奨学生本人の向こう１年間の

収入見込額が一定額に満たない場合、願出により返還義務を免除 

 

 ≪返還免除基準となる年間収入見込額≫ 

・高等学校、専修学校（高等課程）、特別支援学校（高等部）を卒業した場合（進学者を除く） 

 ３３０万円未満 

・短大・高等専門学校、専門学校、専修学校（専門課程及び一般課程）、各種学校に進学し卒業

した場合  ３８０万円未満 

・大学に進学し卒業した場合   ４２０万円未満 

  ※高校を退学した方は免除対象外です。 

 

    ※ 詳しい説明については学校の奨学金担当の先生又は下記にお尋ねください。 

公益財団法人 岩 手 育 英 奨 学 会 

〒020－8570  盛岡市内丸１０－１ 

   岩手県教育委員会事務局教育企画室内 
        Tel・fax 019－623－2050 

       URL http://www.iwate21.net/ikuei-syougaku/ 

タイプＣ【東日本大震災津波等特例採用】 

 

 

http://www.iwate21.net/ikuei-syougaku/

